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削
除
」
に
、
「
第
二
節

病
院
事

「
第
二
節

削
除
」
に
改
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
十
五
号

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部

口
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十

。次
中
「
第
三
目

地
域
振
興
部
に

南
都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画

外
広
告
物
を
表
示
し
、
又
は
屋
外
広

関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
都
市
計

規

口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改

目

次

則口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正

口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の

口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
施
行
規
則

示 週
火
・
金
曜
日
発
行

業
に
関
す
る
事
務
の
委
任
（
第

山
口
県
知

を
改
正
す
る
規
則

四
年
山
口
県
規
則
第
二
十
一
号

属
す
る
出
先
機
関
（
第
十
八
条

の
変
更
認
可
（
都
市
計
画
課
）
…
…
…

告
物
を
掲
出
す
る
物
件
を
設
置
し
て
は

画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

則

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

す
る
規
則
（
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
税
務
課
）
…

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
財
政
課
）六

十
二
条

第
六
十
五
条
）
」

事

二

井

関

成

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

第
二
十
二
条
）
」
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「
第
三
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平 成 年
月 日

（木曜日）

号
ヲ
を
同
号
タ
と
し
、
同
号
ル

め
、
同
号
中
ル
を
ヨ
と
し
、
ヨ

ワ

法
第
十
二
条
の
二
第

第
三
十
一
条
第
三
項
第
三
号

中
「
第
九
条
の
三
第
七
項
」
を

項
」
を
「
第
九
条
の
三
第
十
項

九
条
の
三
第
十
一
項
」
に
改
め

を
「
事
業
者
、
」
に
、
「
の
事

場
、
車
両
、
船
舶
そ
の
他
の
場

「
ワ
」
を
「
レ
」
に
改
め
、
同

中
「
第
十
二
条
の
二
第
九
項
」

係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
二
十
四
条
第
一
号
ニ
を
削

に
「
（
条
例
第
十
四
条
第
一
項

し
、
同
号
ロ
中
「
第
五
条
」
を

加
え
る
。

ロ

条
例
第
五
条
第
二
項

と
。

ハ

条
例
第
六
条
第
二
項

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
章
第
一
節
第
二
款
第
三

第
三
目

削
除

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま

第
二
十
四
条
第
一
号
イ
中
「

に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
」

三
条
」
に
改
め
、
同
号
中
ホ
を

ヘ

条
例
第
十
条
の
規
定

第
二
条
第
七
号
中
「
（
別
に

山
口
県
立
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン

第
九
条
第
一
号
イ

中
「
（

い
て
は
、
一
億
円
未
満
）
」
を

第
十
条
第
三
号
ヌ
中
「
第
十

七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条

第
十
三
条
第
二
項
中
第
四
号

中
「
第
十
二
条
の
二
第
八
項
」
を

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
場
の
外

ロ
及
び
ハ
中
「
同
条
第
八
項
」
を

「
第
九
条
の
三
第
八
項
」
に
改
め

」
に
改
め
、
同
号
ヘ
、
ト
及
び
チ

、
同
号
中
ネ
を
ウ
と
し
、
ツ
を
ム

務
所
若
し
く
は
事
業
場
」
を
「
そ

所
」
に
改
め
、
同
号
中
ソ
を
ラ

号
中
タ
を
ネ
と
し
、
ワ
か
ら
ヨ
ま

を
「
第
十
二
条
の
二
第
十
一
項
」

を
取
り
消
す
こ
と
。

り
、
同
号
ハ
中
「
第
六
条
」
を
「

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。

「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
号
中
ロ

の
規
定
に
基
づ
き
、
休
館
日
に
開

の
規
定
に
基
づ
き
、
開
館
時
間
を

目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

で

削
除

こ
と
」
の
下
に
「
（
条
例
第
十
四

を
加
え
、
同
号
ヘ
及
び
ト
を
削
り

ト
と
し
、
ト
の
前
に
次
の
よ
う
に

に
基
づ
き
、
条
例
第
八
条
の
規
定

定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
山
口

タ
ー
院
長
を
含
む
。
）
」
を
削
る

指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
指
名
及

削
る
。

七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第

第
二
項
」
に
改
め
る
。

を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し

一

「
第
十
二
条
の
二
第
十
項
」
に

に
お
い
て
自
ら
特
別
管
理
産
業
廃

「
同
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
号

、
同
号
ホ
中
「
第
九
条
の
三
第

中
「
第
九
条
の
三
第
十
項
」
を
「

と
し
、
同
号
ソ
中
「
事
業
者
又
は

の
他
の
関
係
者
の
事
務
所
、
事

と
し
、
レ
を
ナ
と
し
、
同
号
タ

で
を
レ
か
ら
ツ
ま
で
と
し
、
同
号

に
、
「
ル
」
を
「
ヨ
」
に
改
め
、

第
八
条
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
の

）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ

を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う

館
し
、
又
は
臨
時
に
閉
館
す
る

延
長
し
、
又
は
短
縮
す
る
こ
と
。

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

、
同
号
ホ
中
「
第
十
条
」
を
「
第

加
え
る
。

に
よ
る
許
可
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の

県
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
院
長
及

。び
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に

一
項
」
に
改
め
、
同
号
ル
中
「
第

、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一

改棄 ニ九第」業中ヲ同 下とにこ で十に びつ十号

規

則



平成 年 月 日 木曜日 山 口

第
（
山

第
五一

県 報

第
る
。第

条
第

ら
ノ第

（号 外 ）

第
「
ル

項
」

と
。

ホ

法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定

可
事
項
の
変
更
を
許
可
す
る
こ

を
含
む
。
）
。

ロ

法
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き

と
。

ハ

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に

に
対
し
て
、
原
状
の
回
復
又
は

必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
。

ニ

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規

五
十
七
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で

口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
管
理
事
務

十
七
条

山
口
き
ら
ら
博
記
念
公

山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
の
管

こ
の
号
に
お
い
て
都
市
公
園
法

立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
四
十
八

園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八

イ

法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三

ヌ

法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定

受
け
る
こ
と
。

三
十
一
条
第
五
項
第
三
号
イ
中

三
十
二
条
第
一
号
ハ
中
「
第
六
条

六
項
」
を
「
第
六
条
第
四
項
」
に

ま
で
を
ヘ
か
ら
ム
ま
で
と
す
る
。

三
十
三
条
の
二
中
「
山
口
県
華
の

物
の
保
管
を
行
お
う
と
す
る
事

カ

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
の

出
を
受
け
る
こ
と
。

三
十
一
条
第
三
項
第
三
号
ヌ
中

」
に
改
め
、
同
号
ヌ
を
同
号
ヲ

に
改
め
、
同
号
中
リ
を
ル
と
し
、

リ

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定

お
う
と
す
る
事
業
者
か
ら
の
そ

に
基
づ
き
、
都
市
公
園
台
帳
を

と
（
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る

、
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三

基
づ
き
、
法
第
六
条
第
一
項
及

原
状
に
回
復
す
る
こ
と
が
不
適

定
に
基
づ
き
、
都
市
公
園
台
帳
を

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

所
長
委
任
事
項
）

園
管
理
事
務
所
長
に
次
に
掲
げ

理
に
関
す
る
事
務

（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十

年
山
口
県
条
例
第
三
号
）
を
「

年
山
口
県
規
則
第
二
十
七
号
）

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
市
公

に
よ
る
リ
の
保
管
を
行
つ
た
事

「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第

第
五
項
」
を
「
第
六
条
第
三
項

改
め
、
同
号
中
ホ
、
ヘ
及
び
ト

浦
学
園
及
び
」
を
削
る
。

業
者
か
ら
の
そ
の
旨
の
届
出
を

規
定
に
よ
る
ワ
の
保
管
を
行
つ

「
第
十
二
条
第
八
項
」
を
「
第
十

と
し
、
同
号
リ
中
「
第
十
二
条
第

チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

に
よ
る
事
業
場
の
外
に
お
い
て

の
旨
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。

閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。

国
か
ら
の
協
議
を
受
け
る
こ
と

項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ

び
第
三
項
の
許
可
を
受
け
た
者

当
な
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
の

作
成
し
、
及
び
保
管
す
る
こ

る
事
務
を
委
任
す
る
。

九
号
）
を
「
法
」
と
、
山
口
県

条
例
」
と
、
山
口
県
立
都
市
公

を
「
規
則
」
と
い
う
。

園
の
占
用
を
許
可
し
、
及
び
許

業
者
か
ら
の
そ
の
旨
の
届
出
を

二
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め

」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
六

を
削
り
、
チ
を
ホ
と
し
、
リ
か

受
け
る
こ
と
。

た
事
業
者
か
ら
の
そ
の
旨
の
届

二
条
第
十
項
」
に
、
「
リ
」
を

七
項
」
を
「
第
十
二
条
第
九

。自
ら
産
業
廃
棄
物
の
保
管
を
行

必
要
な
処
置
を
執
る
こ

ニ

洪
水
警
戒
体
制
を
解

一

ダ
ム
の
管
理
に
関
す
る

イ

地
方
気
象
台
か
ら
降

予
想
さ
れ
る
場
合
に
お

ロ

洪
水
警
戒
体
制
を
執

量
等
の
予
測
、
洪
水
調

ト
の
操
作
に
必
要
な
機

る
こ
と
。

ハ

洪
水
調
節
又
は
洪
水

ヨ

条
例
第
十
二
条
の
規

を
受
け
る
こ
と
。

タ

規
則
第
十
四
条
の
規

と
。

（
土
木
事
務
所
長
及
び
ダ
ム
管

第
五
十
八
条

岩
国
土
木
建
築

防
府
土
木
建
築
事
務
所
長
、

築
事
務
所
長
並
び
に
ダ
ム
管

ル

条
例
第
三
条
第
一
項

及
び
当
該
許
可
に
条
件

ヲ

条
例
第
七
条
の
規
定

付
す
る
こ
と
（
許
可
事

ワ

条
例
第
十
一
条
の
三

び
関
係
者
に
閲
覧
さ
せ

カ

条
例
第
十
一
条
の
四

有
す
る
者
の
意
見
を
聴

ヘ

法
第
二
十
七
条
第
四

ト

法
第
二
十
七
条
第
五

第
十
一
条
の
三
第
一
項

チ

法
第
二
十
七
条
第
六

た
代
金
を
保
管
す
る
こ

リ

法
第
二
十
七
条
第
七

ヌ

条
例
第
二
条
第
二
項

こ
と
。

と
。

除
す
る
こ
と
。

事
務

雨
に
関
す
る
注
意
報
若
し
く
は
警

い
て
、
洪
水
警
戒
体
制
を
執
る
こ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
気
象
及
び

節
計
画
若
し
く
は
予
備
放
流
水
位

械
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
若
し

に
達
し
な
い
流
水
の
調
節
の
た
め

定
に
よ
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
行

定
に
基
づ
き
、
都
市
公
園
の
管
理

理
事
務
所
長
委
任
事
項
）

事
務
所
長
、
柳
井
土
木
建
築
事
務

宇
部
土
木
建
築
事
務
所
長
、
長
門

理
事
務
所
長
に
次
に
掲
げ
る
事
務

及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

を
付
す
る
こ
と
（
許
可
事
項
の
変

に
基
づ
き
、
公
園
施
設
の
使
用
を

項
の
変
更
を
許
可
す
る
こ
と
を
含

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
管

る
こ
と
。

の
規
定
に
基
づ
き
、
工
作
物
等
の

く
こ
と
。

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
除
去
さ
れ

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
管
し
た

第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
公

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
管
し
た

と
。

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
管
し
た

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
園
施
設
の

報
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
又
は
洪
水

と
。

水
象
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
流

の
決
定
又
は
ゲ
ー
ト
若
し
く
は
ゲ

く
は
試
運
転
等
の
必
要
な
処
置
を

、
予
備
放
流
そ
の
他
流
水
の
調
節

為
を
し
た
者
か
ら
の
そ
の
旨
の
届

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

所
長
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所
長

土
木
建
築
事
務
所
長
及
び
萩
土
木

を
委
任
す
る
。

都
市
公
園
内
の
行
為
の
許
可
を
し

更
を
許
可
す
る
こ
と
を
含
む
。
）

許
可
し
、
及
び
当
該
許
可
に
条
件

む
。
）
。

工
作
物
等
一
覧
簿
を
備
え
付
け
、

価
額
の
評
価
に
関
し
専
門
的
知
識

た
工
作
物
等
を
保
管
す
る
こ
と
。

工
作
物
等
を
返
還
す
る
た
め
、
条

示
を
す
る
こ
と
。

工
作
物
等
を
売
却
し
、
及
び
売
却

工
作
物
等
を
廃
棄
す
る
こ
と
。

使
用
日
及
び
使
用
時
間
を
変
更
す

二

が水ー執に 出こ、建 、。を及を 例しる



平成

１（
経

２

年 月 日 木曜日

山
山

よ
う別

（
施

山 口 県

こ
一
条山

報

第
五第

第
六

（号 外 ）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四

過
措
置
）

改
正
後
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条

口
県
規
則
第
十
六
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行

口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則

に
改
正
す
る
。

記
第
五
十
一
号
様
式
中
「

円

附

則

行
期
日
）

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月

第
五
項
第
三
号
の
改
正
規
定
は
、

口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

リ

気
象
、
水
象
そ
の
他
所
定
の

ヌ

ダ
ム
管
理
月
報
及
び
ダ
ム
管

つ
て
は
、
知
事
及
び
広
島
県
知

ル

知
事
の
承
認
を
受
け
て
、
ダ

十
九
条

削
除

二
章
第
二
節
を
次
の
よ
う
に
改
め

第
二
節

削
除

十
二
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま
で

ホ

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
水
位
が

い
て
、
流
水
の
放
流
を
行
う
こ

ヘ

流
水
の
放
流
に
つ
い
て
、
そ

ト

流
水
の
放
流
に
つ
い
て
、
関

措
置
を
執
る
こ
と
。

チ

ダ
ム
、
ゲ
ー
ト
、
バ
ル
ブ
又

は
試
運
転
並
び
に
通
信
施
設
、

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

例
施
行
規
則
別
記
第
五
十
一
号

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
規
則

」
を
「

円

」
に
改
め
る

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

山
口
県
知

事
項
に
つ
い
て
、
調
査
又
は
測

理
年
報
を
作
成
し
、
知
事
（
小

事
。
ル
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

ム
の
操
作
に
つ
い
て
必
要
な
細

る
。

削
除

サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
、
常
時
満

と
。

の
時
期
及
び
放
流
量
を
決
定
す

係
機
関
へ
通
知
し
、
及
び
一
般

は
こ
れ
ら
の
操
作
に
必
要
な
機

観
測
器
具
、
船
舶
、
車
両
等
の

様
式
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三

第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

。 、
第
十
条
第
三
号
及
び
第
三
十

こ
に
公
布
す
る
。

事

二

井

関

成

定
を
行
う
こ
と
。

瀬
川
ダ
ム
管
理
事
務
所
長
に
あ

提
出
す
る
こ
と
。

目
を
定
め
る
こ
と
。

水
位
等
を
超
え
る
場
合
等
に
お

る
こ
と
。

へ
の
周
知
徹
底
の
た
め
必
要
な

械
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
又

点
検
及
び
整
備
を
行
う
こ
と
。

多
目
的

広
場

基
準
面
積
の
六
分

一
に
つ
き

フ
ィ
ー

ル
ド

基
準
面
積
の
十
二

の
一
に
つ
き

第
二
セ

ミ
ナ
ー

ル
ー
ム

基
準
面
積
の
三
分

一
に
つ
き

サ
ッ
カ

ー
・
ラ

グ
ビ
ー

場ス
ポ
ー

ツ
広
場

基
準
面
積
の
二
分

一
に
つ
き

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
三
の
表
及
び
四

四
の
表
と
し
、
八
の
表
を
五
の

六

多
目
的
ド
ー
ム
使
用
料

目
的
広
場
使
用
料
の
う
ち

ス
ポ
ー
ツ
広
場
又
は
多
目

区

分

単

位

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

山
口
県
規
則
第
十
七
号

山
口
県
使
用
料
手
数
料

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例

年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六
月

年
一
月
一
日
か
ら
同
年
三
月

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、

個
人
県
民
税
徴
収
取
扱
費
計

に
限
り
、
こ
れ
に
所
要
の
調

数
金
額
を
四
捨
五

入
し
た
額
）

の 分

フ
ィ
ー
ル
ド
、
第

二
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー

ム
、
サ
ッ
カ
ー
・

ラ
グ
ビ
ー
場
、
ス

ポ
ー
ツ
広
場
又
は

多
目
的
広
場
の
全

部
を
専
用
使
用
す

る
場
合
の
使
用
料

の
金
額
に
上
記
の

割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
（
十
円
未
満

の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
、
そ
の
端

「
基
準
面

ド
、
第
二
セ

カ
ー
・
ラ
グ

場
又
は
多
目

面
積
を
い
う

のの の
表
を
削
り
、
五
の
表
を
三
の
表

表
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
二
表

、
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場
使
用

フ
ィ
ー
ル
ド
、
第
二
セ
ミ
ナ
ー
ル

的
広
場
の
一
部
を
専
用
使
用
す
る

金

額

備

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

一
日

山
口

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
口
県

三
十
日
ま
で
の
期
間
分
の
徴
収
取

三
十
一
日
ま
で
の
期
間
分
の
徴
収

改
正
前
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条

算
書
を
印
刷
し
た
用
紙
で
残
存
す

整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

三

積
」
と
は
、
フ
ィ
ー
ル

ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
、
サ
ッ

ビ
ー
場
、
ス
ポ
ー
ツ
広

的
広
場
の
そ
れ
ぞ
れ
の

。 と
し
、
六
の
表
を
削
り
、
七
の
表

を
加
え
る
。

料
、
ス
ポ
ー
ツ
広
場
使
用
料
及
び

ー
ム
、
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場

場
合
の
使
用
料
の
額

考

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

る
規
則

規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

扱
費
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、

取
扱
費
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は

例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
残
存

る
。

を多、 よ 同、る分



平成 年 月 日 木曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

七

バ
ッ
ト
ケ
ー
ス

ペ

タ

ン

ク

運

動

会

ビ
ー
チ
バ
レ
ー

ピ
ッ
チ
ン
グ
マ
シ
ン

体
育
器

具
等

ピ
ッ
チ
ン
グ
ケ
ー
ジ

バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ケ
ー

ジト

ス

ケ

ー

ジ

庭

球

テ
ィ
ー
ボ
ー
ル

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

ク

ロ

ッ

ケ

ー

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ

タ
ー
ゲ
ッ
ト
バ
ー
ド

ゴ
ル
フ

デ
ィ
ス
ク
ゴ
ル
フ

サ
ッ
カ
ー（
子
供
用
）

ラ

グ

ビ

ー

ホ

ッ

ケ

ー

フ

ッ

ト

サ

ル

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

イ
ン
デ
ィ
ア
カ

多
目
的
ド
ー
ム
使
用
料
、
サ
ッ

的
広
場
使
用
料
及
び
ビ
ー
チ
バ
レ

区

分

種

目

野

球

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

サ

ッ

カ

ー

四
百
七
十
円

二
百
三
十
円

九
千
二
百
円

三
百
二
十
円

八
百
三
十
円

六
十
円

千
二
十
円

七
十
円

四
百
二
十
円

六
十
円

八
十
円

八
十
円

百
三
十
円

三
百
二
十
円

八
百
五
十
円

三
百
七
十
円

六
百
三
十
円

三
百
三
十
円

二
百
三
十
円

四
百
二
十
円

百
四
十
円

百
四
十
円

カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場
使
用
料
、

ー
場
使
用
料
の
う
ち
器
具
の
使

金

額

備

三
百
六
十
円

専
用
使
用
の
場
合

使
用
す
る
時
間
を

合
に
あ
つ
て
は
三

一
回
と
し
て
計
算

百
八
十
円

六
百
円

ス
ポ
ー
ツ
広
場
使
用
料
、
多
目

用
料
の
額

考

に
あ
つ
て
は
そ
の

、
個
人
使
用
の
場

時
間
を
そ
れ
ぞ
れ

す
る
。

表

彰

映
像
器

具

ビ
デ
オ
デ
ッ
キ
・

レ
ビ

デ
ジ
タ
ル
ビ
デ

デ
ィ
ス
ク
プ
レ

ヤ
ー
・
テ
レ
ビ

ス

ク

リ

ー

映
像
表
示
装

号

令

電

子

黒

放

送

装

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド

ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

ス
ラ
イ
ド
プ
ロ
ジ

ク
タ
ー

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア

ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

演
奏
者
用
譜
面

指
揮
者
用
譜
面

指

揮

演ス
タ
ン
ド
パ
ネ

ポ
ー
ル
パ
ー
テ

シ
ョ
ン

フ
ロ
ア
シ
ー

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
フ

ン
ス

屋
根
付
き
ベ
ン

ス
ポ
ー
ツ
タ
イ
マ

デ
ジ
タ
ル
ス
ポ
ー

タ
イ
マ
ー

移
動
ス
テ
ー

音

響

反

射

し
て
計
算

２

多
目
的

ラ
グ
ビ
ー

台

百
八
十
円

テ

千
五
十
円

オー

九
百
六
十
円

ン

百
五
十
円

置

二
千
百
八
十
円

一
時
間
を
一

台

二
百
四
十
円

１

専
用
使

板

二
百
十
円

置

二
千
七
百
七
十
円

プ

百
円

専
用
使
用
す

計
算
す
る
。

ェ

五
百
十
円

プ

九
百
十
円

台

八
十
円

台

二
百
八
十
円

台

五
百
二
十
円

台

百
八
十
円

ル

八
十
円

ィ

七
十
円

ト

百
八
十
円

ェ

五
十
円

チ

六
百
六
十
円

ー

八
十
円

ツ

八
百
四
十
円

ジ

三
百
六
十
円

板

八
百
十
円

す
る
。

ド
ー
ム
、
サ
ッ
カ
ー
・

場
、
ス
ポ
ー
ツ
広
場
、

回
と
し
て
計
算
す
る
。

用
す
る
時
間
を
一
回
と

る
時
間
を
一
回
と
し
て

四



平成

一

年 月 日 木曜日

山
都

計
画

山 口 県

上
げ別備こ

報

別別
り
上

（号 外 ）

施
行
者
の
名
称 告

口
県
告
示
第
百
五
十
四
号

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

る
。

表
第
二
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改

考

納
期
限
が
日
曜
日
若
し
く
は

律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す

該
納
期
限
と
す
る
。

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月

拡

声

器

テ

ン

ト

長

机

い

す

表
第
一
中
九
の
表
を
八
の
表
と
し

表
第
二
中
一
の
項
を
削
り
、
二
の

げ
、
六
の
項
を
削
り
、
七
の
項
を

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
マ
イ

クマ
イ
ク
ス
タ
ン
ド

そ
の
他

の
器
具

カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
レ

コ
ー
ダ
ー

増
幅
器
・
ス
ピ
ー

カ
ー

山
口
県
知

示

第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項

次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

め
る
。

土
曜
日
又
は
国
民
の
祝
日
に
関

る
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
こ

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

八
十
円

四
百
二
十
円

二
十
円

二
十
円

、
十
の
表
を
九
の
表
と
す
る
。

項
を
一
の
項
と
し
、
三
の
項
か

五
の
項
と
し
、
八
の
項
か
ら
十

八
十
円

多
目
的
広
場
又

場
を
専
用
使
用

を
ま
と
め
て
使

用
料
の
金
額
は

て
千
五
百
三
十

四
十
円

三
十
円

三
十
円

三
百
九
十
円

事

二

井

関

成

の
規
定
に
基
づ
き
、
周
南
都
市

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法

れ
ら
の
日
の
翌
日
を
も
つ
て
当

ら
五
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

八
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り

は
ビ
ー
チ
バ
レ
ー

し
、
上
記
の
器
具

用
す
る
場
合
の
使

、
器
具
一
式
と
し

円
と
す
る
。

の
起
点
」
を
「
一
般
国
道
三
七

「
一
の
表
名
称
の
欄
中
「
柳
井

地
区
」
に
改
め
る
。

五
の
表
中

「

山
口
県
告
示
第
百
五
十
五
号

屋
外
広
告
物
を
表
示
し
、
又

定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十

し
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

周
南
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及

周
南
都
市
計
画
公
園
事
業

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
七
年
二
月
十
二

四

事
業
地

周
南
市
土
井
一
丁
目
、
政

」」

六
号
と
の
分
岐
点
」
に
、

」

市
古
市
・
金
谷
〃
」
を
「
柳
井
市

は
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件

二
年
山
口
県
告
示
第
百
五
十
六
号

か
ら
施
行
す
る
。

一
日

山
口

び
名
称

五
・
五
・
四
百
一
永
源
山
公
園

日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

所
一
丁
目
、
宮
の
前
一
丁
目
、
大

五

」

に
改
め
、

を
削
り
、
「
一
般
国
道
四
三
四

を 古
市
・
金
谷
伝
統
的
建
造
物
群
保

を

を
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
地
域
の

の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

県
知
事

二

井

関

成

一
日
ま
で

字
富
田
及
び
大
字
下
上

号 存 指正

告

示



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 木曜日 山 口 県 報

「

号 外 ）

「

十
三
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

十
三
年
三
月
三
十
一
日
発
行

〃

宇
部
線

差
点
ま

〃

船
木
津
布
田

線

〃

山
口
阿
知
須

宇
部
線

山
口
市

差
点
ま

山
口
阿
知
須

山
口
市

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

で
の
間

」
に
、

一
般
国
道
二
号
と
の
分
岐
点
か
ら
同
市

で
の
間

一
般
国
道
二
号
と
の
分
岐
点
か
ら
同
市

」
に
、

」
を

県

庁
知
事

市
道
海
岸
線
と
の
交

」
を

市
道
海
岸
線
と
の
交

六


